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新潟県立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年10月31日 

新潟県教育委員会 

   教育長  太 田  勇 二 

新潟県教育委員会規則第９号 

新潟県立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県立学校管理運営に関する規則（昭和32年新潟県教育委員会規則第６号）の一部を次の表のように改正す

る。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（修業年限） 

第４条 県立学校の修業年限は、次のとおりとする。 

(1) (略) 

(2) 中学校 

３年 

(3)・(4) (略) 

 

（教育課程） 

第９条 (略) 

２ 次の表の左欄に掲げる高等学校（第21条第２項

において「併設型高等学校」という｡)においては、

当該高等学校に係る同表の右欄に掲げる中学校

（同項において「併設型中学校」という｡)との間

では、学校教育法施行規則第115条の規定により、

一貫した教育を施すため、あらかじめ当該学校間

で協議し教育課程を編成するものとする。 

高等学校 中学校 

新潟県立柏崎高等学

校 

新潟県立柏崎高等学

校附属中学校 

３ （略） 

４ (略) 

 

（生徒の事故） 

第17条 （略） 

２ 校長は、生徒に関し、次に掲げる事故が発生し

た場合には、すみやかに委員会に報告しなければな

らない。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 少年法（昭和23年法律第168号）により保護

処分をうけ、若しくはその虞のある非行をした

場合又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）

により児童相談所に一時保護を加えられ、若し

くは児童自立支援施設に入所させられた場合 

 (4) （略） 

 

（入学者等の選抜） 

第21条 （略） 

２ 併設型高等学校においては、併設型中学校の生

徒については、入学者の選抜は行わないものとす

る。 

（修業年限） 

第４条 県立学校の修業年限は、次のとおりとする。 

(1) (略) 

(2) 削除 

 

(3)・(4) (略) 

 

（教育課程） 

第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

 

 （生徒の事故） 

第17条 （略） 

２ 校長は、生徒に関し、次に掲げる事故が発生し

た場合には、すみやかに委員会に報告しなければ

ならない。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 少年法（昭和23年法律第168号）により保護

処分をうけ、若しくはその虞のある非行をした

場合又は児童福祉法（昭和29年法律第136号）

により児童相談所に一時保護を加えられ、若し

くは児童自立支援施設に入所させられた場合 

 (4) （略） 

 

（入学者等の選抜） 

第21条 (略) 
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第３章 中学校 

 

（休業日） 

第42条の２ 第８条（第１項第５号及び第３項を除

く｡)の規定は、中学校に準用する。 

 

（修学旅行） 

第42条の３ 修学旅行は、次の基準によるものとす

る。 

(1) 第１学年及び第２学年は日帰りとし、第３学

年は２泊３日以内（車中泊を含む｡)とする。 

(2) 宿泊を要する修学旅行は、在学中１回に限る。 

２ 第２学年にあっては、あらかじめ委員会の承認

を得て、前項第１号の規定による宿泊を要する修

学旅行を行うことができる。 

３ 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合

においては、その計画を実施期日の60日前までに

委員会に届け出なければならない。 

 

（対外運動競技） 

第42条の４ 第13条の規定は、中学校に準用する。 

２ 校長は、生徒を宿泊を要する対外運動競技に参

加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なけ

ればならない。 

 

（出席状況） 

第42条の５ 第15条の規定は、中学校に準用する。 

２ 生徒が、引き続き７日以上出席せず、その他そ

の出席状況が良好でない場合において、その出席

させないことについて保護者に正当な事由がない

と認められるときは、校長は、その保護者に対し、

出席させるよう督促するとともに、速やかに、そ

の旨を委員会及び当該生徒の住所の存する市町村

の教育委員会に通知しなければならない。 

３ 校長は、生徒の出席状況を、毎学期末に、委員

会に報告しなければならない。 

 

（懲戒） 

第42条の６ 第16条の規定は、中学校に準用する。

ただし、同条第２項の停学の規定は、準用しない。 

 

（入学、転学及び卒業等） 

第42条の７ 第22条の規定は、中学校に準用する。

ただし、転籍及び留学の規定は準用しない。 

 

（職員の編制等） 

第42条の８ 中学校には、校長、教頭、教諭、養護

教諭、栄養教諭及び事務職員を置く。ただし、養

護教諭及び栄養教諭は、当分の間置かないことが

 

第３章 削除 
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できる。 

２ 中学校には、研究主任を置く。 

３ 研究主任は、校長の監督を受け、学校における

研究活動に関する事項について連絡調整及び指

導、助言に当たる。 

４ 研究主任の発令については、第26条第７項の規

定を準用する。 

５ 中学校には、事務をつかさどる事務長（事務職

員に限る｡)を置くことができる。 

６ 第24条第１項第２号から第５号まで、同項第７

号及び第２項、第25条第２項及び第３項、第26条、

第26条の２、第27条並びに第28条の２から第29条

の３までの規定は、中学校に準用する。 

 

（その他の高等学校の規定の準用） 

第42条の９ 第７条、第９条第１項及び第４項、第

９条の２、第12条、第14条、第17条から第20条ま

で、第21条第１項、第36条並びに第40条の２から

第42条までの規定は、中学校に準用する。 

 

 

 

 

（修学旅行） 

第42条の11 第42条の３の規定は、前期課程に準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ (略) 

 

（対外運動競技） 

第42条の12 (略) 

２ 第42条の４第２項の規定は、前期課程に準用す

る。 

 

 

（出席状況） 

第42条の13 (略) 

２ 第42条の５第２項及び第３項の規定は、前期課

程に準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第42条の２から第42条の９まで 削除 

 

（修学旅行） 

第42条の11 修学旅行は、次の基準によるものとす

る。 

(1) 第１学年及び第２学年は日帰りとし、第３学

年は２泊３日以内（車中泊を含む｡)とする。 

(2) 前期課程の宿泊を要する修学旅行は、在学中

１回に限る。 

２ 第２学年にあっては、あらかじめ委員会の承認

を得て、前項第１号の規定による宿泊を要する修

学旅行を行うことができる。 

３ 校長は、前期課程の宿泊を要する修学旅行を実

施する場合においては、その計画を実施期日の60

日前までに委員会に届け出なければならない。 

４ (略) 

 

（対外運動競技） 

第42条の12 (略) 

２ 校長は、前期課程の生徒を宿泊を要する対外運

動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に

届け出なければならない。 

 

（出席状況） 

第42条の13 (略) 

２ 前期課程の生徒が、引き続き７日以上出席せず、

その他その出席状況が良好でない場合において、

その出席させないことについて保護者に正当な事

由がないと認められるときは、校長は、その保護
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 （その他の高等学校の規定の準用） 

第42条の17 第７条、第９条第１項及び第４項、第

９条の２、第12条、第14条、第17条から第20条、

第21条第１項、第23条、第36条並びに第40条の２

から第42条までの規定は、中等教育学校に準用す

る。 

２ （略） 

 

 （その他の高等学校の規定の準用） 

第50条 第７条、第９条第１項及び第４項、第９条

の２、第13条、第14条、第17条から第20条まで、

第36条並びに第40条の２から第42条までの規定は、

特別支援学校に準用する。 

２ 第21条第１項、第22条及び第23条の規定は、特

別支援学校の高等部に準用する。 

者に対し、出席させるよう督促するとともに、速

やかに、その旨を委員会及び当該生徒の住所の存

する市町村の教育委員会に通知しなければならな

い。 

３ 校長は、前期課程の生徒の出席状況を、毎学期

末に、委員会に報告しなければならない。 

 

（その他の高等学校の規定の準用） 

第42条の17 第７条、第９条、第９条の２、第12条、

第14条、第17条から第21条まで、第23条第１項、

第36条及び第40条の２から第42条までの規定は、

中等教育学校に準用する。 

 

２ （略） 

 

（その他の高等学校の規定の準用） 

第50条 第７条、第９条、第９条の２、第13条、第

14条、第17条から第20条まで、第36条及び第40条

の２から第42条までの規定は、特別支援学校に準

用する。 

２ 第21条から第23条第１項までの規定は、特別支

援学校の高等部に準用する。 

附 則 

 この規則は、令和７年11月１日から施行する。 

 


